
令和６年度 第３回郡上市社会教育委員定例会（公民館運営審議会）【要録】 

 

 

■会議名称 令和６年度第３回社会教育委員定例会（公民館運営審議会） 

 

■開催日時 令和６年１２月２４日（火）午後１時３０分～午後２時４５分 

 

■開催場所 郡上市総合文化センター ４階第１大会議室 

 

■協議事項 （１）社会教育委員の定数（案）について           

（２）郡上市教育方針策定社会教育部会の委員選任について   

（３）公民館について 

・ 公民館再編行動計画（案）について          

・ 中高生のジュニアリーダー育成指針（案）について  

（４）郡上市教育振興基本計画（案）について         

（５）その他 

 
■報告事項 （１）郡上市総合スポーツセンターの設置及び管理に関する条例の一部改正する条例 

について           

      （２）郡上市文化財保存活用地域計画の策定について 

 

■出席委員 伊藤正夫会長、鷲見光義、井上孝子、増田雅幸、杉山賢、丸井裕子、上村英二、 

川尻弘美、林佳子、川尻裕一、古田美保子、日置保次 

       計１２名 

 

 ■欠席委員 計３名 

 

 ■出席職員（事務局）教育委員会社会教育課  

社会教育課長 和田隆男、スポーツ振興課長 江川誠二、 

社会教育係長 河合真英、社会教育指導員 小田松尚 

 

 

１．開 会（司会） 

 

２．あいさつ（会長） 

 

３．議題 

（１）社会教育委員の定数（案）について  事務局より説明 

  ※質疑応答 

委員長  合併以降、このままの定数でよいのかと思っていた。事務局から説明があったように見

直しの時期だと思っている。 

 

委員Ａ  事務局提案の学校運営協議会の数を基に定数を算出方法でよいと思う。 

 

 

委員Ｂ  社会教育委員が所属する学校運営協議会には幅広い分野の方選出されているので、社会

教育委員の定数としては事務局案でよいと思う。 

 

※ 一同の賛同を得て、原案通り承認。 



 

（２）郡上市教育方針策定社会教育部会の委員選任について 事務局より説明 

  ※質疑応答なく、原案通り承認。 

 

（３）公民館について 事務局より説明 

・ 公民館再編行動計画（案）について          

  ※質疑応答 

委員Ａ 公民館の機能についての検討が必要であるのではないか。 

   

事務局 今回の公民館再編行動計画（案）については、建物の老朽化に着目した計画であり、機能

については公民館のあり方として別途協議をしていきたい。 

 

  ・ 中高生のジュニアリーダー育成指針（案）について 

  ※質疑応答 

  委員Ａ  中高生が地元で活動をしている姿をケーブルテレビでよくみる。白鳥踊りに中高生達の

盛り上げたいという思いを個人的に感じている。活躍できる場があると、そのきっかけが

子どもの意欲につながってくると思う。 

   

委員Ｂ  校長のアイデアで子ども達の参加の仕方がかわると思う。チラシを配布するだけでは、

興味がない子ども達は全く参加しない。子ども達にはいろんな体験をしてほしいので、公

民館専任主事に公民館をＰＲする機会をつくり、公民館の魅力を発信すると参加者が増え

るのではないかと思う。 

 

  委員長  高鷲のジュニア文化祭等では、中学生にチラシ・ポスターの掲示を依頼している。中学

性が主体とり、ステージ進行や舞台操作もしてもらっている。 

 

  事務局  以前より公民館には中学生スタッフが企画・運営から関わってもらってきている。今後

リーダーを育成し社会性を養うところを目指したい。白鳥のジュニアリーダーのような活

動を市内に広めていきたい。 

 

  ※ 原案通り承認。 

 

（４）郡上市教育振興基本計画（案）について 事務局の説明のみ。 

 

４．報告事項  

（１）郡上市総合スポーツセンターの設置及び管理に関する条例の一部改正する条例について 

  ※質疑応答           

  

委員Ａ  郡上市総合スポーツセンターの 2階空調の修理予定はあるのか。 

  

事務局  修理ではなく、スポットクーラーを設置することを検討している。      

      スポットクーラーの使用料についても今後検討することになる。 

 

 委員Ｂ  アフターコロナになり利用者数は回復しているのか。 

  

 事務局  コロナ期にライフスタイルの変化があり、施設に通わなくても他の趣味ができたという

こともあり、アリーナの利用者数は減少している。 

 

（２）郡上市文化財保存活用地域計画の策定について 事務局より説明のみ 

 

５．閉会（副会長） 


